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【Ｑ＆Ａ】東日本大震災の被災者である相続人の方々へ

～特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は，本年１１月３０日

までです。～

Ｑ１

東日本大震災の被災者である相続人について，相続の放棄や限定承認を

できる熟慮期間を延長する法律が成立したとききましたが，どのようなもの

ですか。

Ａ

東日本大震災の被害者である相続人について，熟慮期間を平成２３年１１

月３０日まで延長することを内容とする「東日本大震災に伴う相続の承認又

は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」（以下「特例法」とい

います。）が成立し，平成２３年６月２１日に公布，施行されました。特例

法の適用対象である「被災者」の範囲及び特例法の詳細については，こちら

（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html）を御覧下さい。

特例法で延長された熟慮期間は，平成２３年１１月３０日で満了しますの

で，御注意下さい。

Ｑ２

「相続の放棄」や「限定承認」とは，どのようなものですか。

Ａ

ある方（被相続人）が亡くなると，その相続人は，被相続人の一切の財産

を受け継ぐ（相続する）ことになりますので，被相続人が借金等の債務を負

っていた場合には，相続人は，その債務も引き継ぐことになります。

相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは，相続放棄を

することにより，その債務を引き継がないことができます。ただし，相続放

棄をすると，被相続人の債務だけでなく，被相続人が有していた財産（土地

や預貯金等の権利）も引き継がないことになります。

被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり，財産が残る可能性もあ

る場合等には，相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引

き継ぐことができ，これを限定承認といいます。
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Ｑ３

平成２３年１１月３０日までに相続の放棄や限定承認をするかどうかを

決めることができないときは，どうすればよいですか。

Ａ

特例法は，民法の規定による３か月の熟慮期間を平成２３年１１月３０日

まで延長するものですが，その期間を家庭裁判所が更に伸長することを否定

するものではありません。したがって，平成２３年１１月３０日までになお

相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは，同日

までに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが必要です。

Ｑ４

相続放棄，限定承認，期間の伸長の手続には，何が必要ですか。

Ａ

具体的な必要書類等は，裁判所のウェブサイトを御参照ください。

・相続放棄の場合→ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

・限定承認の場合→ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html

・期間の伸長の場合→ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_14.html

Ｑ５

どこの裁判所に申立てをすればよいでしょうか。

Ａ

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになり

ます。

具 体 的 な 裁 判 所 の 管 轄 区 域 は ， 裁 判 所 の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html）を御参照ください。

Ｑ６

申立ては，郵送でもできますか。

Ａ

郵送により申立てをすることができます。
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各家庭裁判所の所在地（住所）は，裁判所のウェブサイト

（http://www.courts.go.jp/map_tel.html）から確認することができます。

Ｑ７

申立てに必要な書類がそろわないのですが，どうしたらいいですか。

Ａ

申立て前に入手が不可能な戸籍等がある場合には，その戸籍等は，申立て

後に追加提出することもできます。

Ｑ８

相続放棄の期間の伸長の申立てをしないまま平成２３年１１月３０日が

経過した場合，どうなりますか。

Ａ

平成２３年１１月３０日までに（平成２３年９月１日以降に自己のために

相続の開始があったことを知った場合は，知った時から３か月以内に）相続

放棄又は限定承認をしなかったときは，単純承認をしたものとみなされます。

すなわち，被相続人の財産と借金等の債務を全て引き継ぐことになります。

Ｑ９

相続について，もっと詳しく知りたいのですが，どうしたらいいですか。

Ａ

相続問題について，もっとお知りになりたい人は，法テラス・サポート

ダイヤルへお問い合わせください。

問い合わせ先：０５７０－０７８３７４

受付時間：平日９：００～２１：００

土曜９：００～１７：００

（PHS・IP電話からは０３－６７４５－５６００へ）

申立て等の裁判所の手続については，家庭裁判所の家事手続案内を御利用

ください。→ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html


